
   第五章 歯科技工所 

  

（届出） 

第二十一条  歯科技工所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定

める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事（その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合に

あっては、市長又は区長。第二十六条第一項を除き、以下この章において同じ。）に届け出なければならない。届け出た

事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときも、同様とする。 

２  歯科技工所の開設者は、その歯科技工所を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、その旨を都道府県知事に

届け出なければならない。休止した歯科技工所を再開したときも、同様とする。 

  

（管理者） 

第二十二条  歯科技工所の開設者は、自ら歯科医師又は歯科技工士であってその歯科技工所の管理者となる場合を

除くほか、その歯科技工所に歯科医師又は歯科技工士たる管理者を置かなければならない。 

  

（管理者の義務） 

第二十三条  歯科技工所の管理者は、その歯科技工所に勤務する歯科技工士その他の従業者を監督し、その業務遂

行に欠けるところがないように必要な注意をしなければならない。 

  

（改善命令） 

第二十四条  都道府県知事は、歯科技工所の構造設備が不完全であって、当該歯科技工所で作成し、修理し、又は加

工される補てつ物、充てん物又は矯正装置が衛生上有害なものとなるおそれがあると認めるときは、その開設者に対し、

相当の期間を定めて、その構造設備を改善すべき旨を命ずることができる。 

  

（使用の禁止） 

第二十五条  都道府県知事は、歯科技工所の開設者が前条の規定に基く命令に従わないときは、その開設者に対し、

当該命令に係る構造設備の改善を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止することができる。第

九条の規定は、この場合において準用する。 

  

（広告の制限） 

第二十六条  歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によることを問わず、何人も、次に

掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。 

一  歯科医師又は歯科技工士である旨 

二  歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名 

三  歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 

四  その他都道府県知事の許可を受けた事項 

２  前項各号に掲げる事項を広告するに当つても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事

項にわたり、又はその内容が虚偽にわたってはならない。 

  

（報告の徴収及び立入検査） 

第二十七条  都道府県知事は、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告

を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類

（その作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない



方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成又は保存がされている

場合における当該電磁的記録を含む。）を検査させることができる。 

２  前項の規定によって立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるとき

は、これを提示しなければならない。 

３  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

  

 

   第五章の二 雑則 

  

（権限の委任） 

第二十七条の二  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に

委任することができる。 

２  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委

任することができる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


